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１.研修の対象者と目的
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受領委任払い登録事業者（令和８年２月２７日（金）時点）
※特に経験年数が浅い職員の方

●対象者

●目的
介護保険住宅改修の制度や申請書の作成のポイントを学ぶことで、
利用者に提供する住宅改修の質の向上及び自立支援のための効果的
な住宅改修を目指すことです。



2.保険給付の要件
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1.要介護（要支援）認定を受けていること

保険給付を受けるには・・・・

2.在宅で生活していること（する見込みであるもの）
3.被保険者証に記載されている住所地において行われる工
事であること
4.新築や増築に併せた工事や老朽化を理由とした工事でな
いこと
5.手すりの取り付けなど厚生労働大臣が定める住宅改修で
あること
6.工事前に市の確認を受けていること



3.支給限度基準額
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①転居リセット
住宅改修をした住宅から別の住宅に転居した場合

②３段階リセット
最初に住宅改修に着工した日と比べて、要介護状態区分が３段階以上

重くなった場合

●支給限度基準額

●支給限度基準額がリセットされる場合

・要介護状態区分（要介護・要支援）にかかわらず２０万円
このうち実際に住宅改修に要した費用の９割～７割相当額を保険給付
したがって、費用が２０万円を超える住宅改修を行った場合は１８万円～１
４万円が支給

変更後の要介護状態区分変更前の要介護状態区分

要介護３～要介護５要支援１

要介護４～要介護５要支援２・要介護１

要介護５要介護２



4.支払い方法
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●受領委任払い

①１～３割の自己負担額のみ支払い

③9～7割の保険給付分支払い

受領委任払い登録業者のみ可

利用者
施工業者

市

②事後申請

※事前申請を省略した図



4.支払い方法
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●償還払い

①改修費用全額支払い

③9～7割の保険給付分支払い

受領委任払い登録業者でなくても可

利用者（生活保護受給者は不可）
施工業者

市 ※事前申請を省略した図

②事後申請



4.支払い方法
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※令和4年度に事後申請を受け付けた2,088件を対象に集計



５．支給対象工事種別
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1. 手すりの取付け
2. 段差の解消
3. 滑り防止、移動円滑化のための床（通路面）

の材料変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器の取替え
6. 1～5の各工事に付帯して必要な工事



５．支給対象工事種別
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●付帯工事の例
付帯工事項目

手すりの取付けのための壁の下地補強等手すりの取付け

段差の解消に伴う改修設備工事等段差の解消

床材の変更のための下地の補強や材料の
変更のための路盤の整備

滑り防止、移動円滑化のための床（通
路面）の材料変更

扉の取替えに伴う間柱などの改修工事等引き戸等への扉の取替え

便器の取替えに伴う給排水設備工事（水
洗化または簡易化に係るものを除く）や床
材の変更等

洋式便器等への便器の取替え



５．支給対象工事種別

11

※令和4年度に事後申請を受け付けた2,088件を対象に集計

※単位:件



利用者やケアマネジャーからの依頼を受け現場調査

６．申請から支給までの流れ
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利用者等は申請書一式を市へ提出

①支給申請書、②住宅改修が必要な理由書、③見積書、内訳書
④平面図、⑤改修前写真、⑥住宅所有者の承諾書（必要に応じて）

着工・完了

市による申請書一式の審査 ⇒ 確認済通知書を施工業者へ交付

事後申請

①支給申請書の写し、②完了写真、③領収書
④請求書（受領委任払いの場合）



７. 事前申請時に必要な書類
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・被保険者情報欄
・最新の被保険者証を確認した上で、記
入。

着工予定日欄

・着工予定日のみ記入。
※申請書、毎週木曜日〆
翌週木曜日決定（不備がないもの）

改修費用欄

・見積金額と同額を記入。見積金額が２
０万円を超える場合も同様。

被保険者同意欄
・必ず被保険者が記入。記入日も記入。



７. 事前申請時に必要な書類

14

図面・写真
と統一した
部位番号
等を記入

工事箇所
毎に使用
部材を詳
細に記入

対象経費と
対象外経
費を明確に
記入

製品の定
価を記入

消費税の
端数は切
捨て処理



７. 事前申請時に必要な書類
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平面図について



７. 事前申請時に必要な書類
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改修前写真について

・撮影日が分かるもの
（黒板や紙に日付を記入し撮影したものでも可）
・取付け箇所にマスキングテープやマジック等で印をつけ
たもの
・段差寸法が分かるようスケールをあてたもの
（段差解消の場合）



8. 事後申請時に必要な書類

17

着工日欄

・着工日・完成日を記入。



8. 事後申請時に必要な書類
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完了写真について

・撮影日が分かるもの
（黒板や紙に日付を記入し撮影したものでも可）
・使用した部材が全てわかるもの
・段差が解消されたことが分かるようスケールをあてたも
の（段差解消の場合）



8. 事後申請時に必要な書類

19

施工業者情報欄

・施工業者情報欄を記入するとともに、代
表者印を押印してください。
※見積書は押印不要

申請者情報欄

・被保険者名を記入してください。

各費用欄

・請求書下部の説明書きに沿って記入し
てください。
Ａ:見積金額の合計額
Ｂ:支給限度基準額の範囲内での保険
給付額
Ｃ:支給限度基準額の範囲内での自己
負担額
Ｄ:ＡからＢとＣを引いた額



8. 事後申請時に必要な書類
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例１）初めて住宅改修申請をする方、
１割負担、工事費用３０万円

Ａ:３０万円 支給限度基準額:２０万円
Ｂ:１８万円
Ｃ: ２万円
Ｄ:１０万円

例２）住宅改修申請をするのは２
回目（１回目に５万円を使用済）、
３割負担、工事費用２３万円

Ａ:２３万円 支給限度基準額:１５万円
Ｂ:１０万５千円
Ｃ: ４万５千円
Ｄ: ８万円



8. 事後申請時に必要な書類
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<領収金額>

〇受領委任払い:見積書の合計金
額から保険給付額を引いた額
〇償還払い:見積書の合計金額



８.おわりに
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８.おわりに
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８.おわりに
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1011568



８.おわりに
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ご視聴いただきありがとうございました。


